
　この利用券は、令和８年２月８日執行の衆議院議員総選
挙の投票のため、選挙人が自宅（居所）から投票所までの
移動にタクシーを明和町内で利用する場合の運賃分として
利用できます。利用する場合は、投票所で受付を済ませ、
この利用券を運転手に提出してください。

タクシー利用券タクシー利用券
（往復券）

衆議院議員総選挙

令和８年１月28 日から令和８年２月８日までの
投票で利用可能です。

◉タクシーによる移動支援（運賃分を公費負担）

明和町選挙管理委員会

①投票所でこの券を提示し、受付印を受領。
②運賃分として、この利用券を運転手に提出する。

◉利用方法

投票所受付欄

タクシーによる移動支援利用可能事業者

館林タクシーセンター

明和交通

北関東タクシー

介護タクシーここあ

介護福祉タクシーもんじろう

ライフサポートかなえる

事業者名 連絡先

７５－３３３３

８４－３３２５

８８－２３５８

０７０－３３６０－５５９４

８４－５５２５

０７０－９１７５－０７０８

（つつじ観光バス）

〈期日前投票所〉
　　期　間　１月 28日（水）～２月７日（土）
　　時　間　午前８時３０分～午後８時
　　場　所　明和町役場

〈当日投票所〉（共通投票所）
　　投票日　２月８日（日）
　　時　間　午前７時～午後７時
　　場　所　▶ふれあいセンタースズカケ
　　　　　　　（明和町千津井３１４－１）
　　　　　　▶明和町役場
　　　　　　　（明和町新里２５０－１）
　　　　　　▶ふれあいセンターポプラ
　　　　　　　（明和町須賀２４９－１）
　　※当日は上記３か所どの投票所でも投票可能です。
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